
公売財産明細書

不動産の表示（登記簿の表示による）

物件１（土地の表示）

物件２（土地の表示）

　　

円

所 在

平塚市役所　　納税課　　　電話　0463-21-8793（直通）

見 積 価 額

公 売 保 証 金

その他の事項

所 在

 公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
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地 目

円

１２０８番

120,000

1,170,000

問い合わせ先

地 番

地 目

地 積

売却区分番号

山林

１３８８平方メートル地 積

三浦郡葉山町上山口字唐木作

１１４６番イ

山林

２０７６平方メートル

三浦郡葉山町上山口字唐木作

地 番
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不動産の状況

【位置・交通】
・京浜急行電鉄「逗子・葉山」駅から約６．１Km。

【主な公法上の規制】

・市街化調整区域
・宅地造成工事規制区域
・葉山町まちづくり条例、景観計画
・防火規制:なし
・逗子葉山近郊緑地保全区域

【接道状況】
・物件１は、町道１０４５号線に南東側で接している。
　(物件1の所有者が、隣接の１１４５番２に条件付所有権移転仮登記設定。)
・物件２は、接道なし

【特記事項】
・物件1～2は、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき、一括換価の方法により公売を行う。
・平塚市は不動産の引き渡しの義務を負わない。
・土地の境界は隣接地所有者、接面道路（私道）の利用については道路所有者とそれぞれ
協議すること。
・公売財産内の動産類やゴミ等の撤去、また占有者や使用者等へ明け渡しを求める場合は、
　買受人が行うこと。
・土壌汚染やアスベスト等に関する専門的な調査は行っていない。
・公売財産の種類又は品質に関する不適合について、平塚市は担保責任を負わない。
・物件の現況、権利関係、法的規制等は、公売財産明細書等の関係資料のほか、登記等
　の公簿類や現地調査、関係官公署への確認などにより内容を十分に確認すること。

売却区分番号

問い合わせ先 平塚市役所　　納税課　　　電話　0463-21-8793（直通）
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［所在図］

売却区分番号 1

問い合わせ先 平塚市役所　　納税課　　　電話　0463-21-8793（直通）
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［公図］

売却区分番号 1

問い合わせ先 平塚市役所　　納税課　　　電話　0463-21-8793（直通）
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［公図］

売却区分番号 1

問い合わせ先 平塚市役所　　納税課　　　電話　0463-21-8793（直通）
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［航空写真］

売却区分番号 1

問い合わせ先 平塚市役所　　納税課　　　電話　0463-21-8793（直通）


